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1.ビジネスと人権とサプライチェーンと

背景

2011年国連により「ビジネスと人権に関する指導原則（国連指導原則）」全会一致で支持

202０年日本政府により「ビジネスと人権に関する行動計画」策定・公表

2023年9月経済産業省により「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」発刊

あらゆる企業において「ビジネスと人権」への取り組みは必須の状況
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2.ケーススタディ

A社X国B社

Y国

C社
部品供給 製品供給

サプライチェーン移民労働者
が流入

深刻な労働者
の権利侵害が
発覚

NGO 世間・マスコミ
労働環境調査

メディアで公表

批判 批判・
不買運動

事実確認と
改善要求

バイヤー企業A社は、東南アジアX国のサプライヤー企業B社から部品を調達しています。
B社の工場において事故が発生し、現地で大きく報道されました。
また、報道をきっかけに国際人権NGOが労働環境の調査を行ったところ、B社工場において第三国（Y国）
からの移民労働者に対し深刻な権利侵害が発覚しました。



3.企業に求められる人権への対応

コンプライアンス、CSR、企業価値向上

より良いサプライヤーを開拓・選定・育成するための「ツール」



4.企業が尊重すべき人権

企業が配慮すべき人権侵害

• 団結権侵害

• 強制労働

• 児童労働

• ジェンダーによる差別、人種差別

• 労働安全衛生

• 過剰・不当な労働時間

• 消費者や近隣住民への健康被害

• プライバシー侵害

など
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5.企業による人権尊重の取り組み

①全体像

人権方針 人権尊重責任に関する約束の表明
（国連指導原則16）

人権DD
（国連指導原則17）

負の影響の特定・評価
（国連指導原則18）

負の影響の防止・軽減
（国連指導原則19）

取り組みの実効性の評価
（国連指導原則20）

説明・情報開示
（国連指導原則21）

救済 負の影響から生じた被害への対応
（国連指導原則22）

ステー
クホル
ダーと
の対
話



企業が、内外のステークホルダーに向けて人権尊重責任を果たすという
コミットメントを明確に示すもの

1. 企業のトップを含む経営陣で承認されていること

2. 企業内外の専門的な情報・知見を参照したうえで作成されていること

3. 従業員、取引先、および企業の事業、製品・サービスに直接関わる他の関係者に
対する人権尊重への企業の期待が明記されていること

4. 一般に公開されており、すべての従業員、取引先および他の関係者に向けて社内
外にわたり周知されていること

5. 企業全体に人権方針を定着させるために必要な事業方針および手続きに人権
方針が反映されていること8

5.企業による人権尊重の取り組み

②人権方針
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位置づけ（経営
理念や行動指
針等との関係）

国際的に認めら
れた人権を尊
重する旨のコミッ
トメント

適用範囲

人権尊重責任
と法令遵守の
関連性

期待の明示
（ステークホル
ダーの協力）

自社における
重点課題と
実践方法



企業が、自社・グループ会社、およびサプライヤー等における人権への負の影響を
特定し、防止・軽減し、取り組みの実効性を評価し、どのように対処したかについて
説明・情報開示すること。

人権侵害が存在しないという結果を担保するものではなく、ステークホルダーとの対
話を重ねながら人権への負の影響を防止軽減するための継続的なプロセス。

10

5.企業による人権尊重の取り組み

②人権DD

①事業活動による人権侵害
リスクの特定・評価

②人権侵害リスクの
防止・軽減

③人権尊重の取り組みの
実効性評価

④人権尊重の取り組みに
関する説明・情報開示

ステークホルダーとの対話
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ゼロトレランス基準

CoCに基づき、生命の安全を脅かし、人権を著しく侵害する問題の他、社会の
様々なステークホルダーから対応を強く要求されている課題

• 児童労働

• 強制労働

• 抑圧とハラスメント、不当な懲罰

• 差別

• 賃金の不払い、最低賃金未達

• 組合結成の妨害

• ストライキの不当な解散

• 苦情を申し立てた従業員に対する報復

行為

• 緊急時対応の欠如（特に防火・安全）

• 虚偽報告などの透明性に関する問題

• 未承認の委託先への外注

• 建物の安全性欠如

• 賄賂などの非倫理的行為
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6.まとめ

【購買部門として実行するたった一つのこと】

サプライヤー評価項目に「人権尊重」を入れ込み、実践する。



Thank
you
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